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令和元年８月２９日 
開議 １３時１４分 

１．開会 

○教育政策係長 白川良光君 
 それでは、ただいまから令和元年第１０回の教育委員会を開催したいと思います。 
 開会前に、本日使用します資料の追加、修正がございますので、確認をいたします。 
 まず、資料の修正ですが、Ａ４横の用紙で、左上に議案第３２号と書いています、平

成３０年度一般会計決算の概要について、修正があるんですけど、こちらが１３ページ

と１４ページが他のページと重複しておりますので、そのページは使用いたしませんの

で、そちらの御報告です。 
 続いて、追加資料としまして、Ａ４横の議案第３３号と左上に書いてあります令和元

年度一般会計第２次補正予算の概要について、右上に学校管理課と書いております。そ

ちらが１枚追加資料となっております。 
 続いて、Ａ４横で、条例関係等委員会説明資料で、右上に生涯学習課と書いているも

のが１部。 
 続いて、今度はＢ４サイズの横印刷のもので、令和元年度行橋市教育委員会の教育に

関する事務の管理及び執行の点検及び評価報告書案平成３０年度対象、と書いているも

のが１部。 
 続いて、Ａ４横で、学校規模適正化基本計画（仮称）策定にあたっての基本的な考え

方（案）について、と書いているものが１部。 
 続いて、Ａ４横で令和元年度蓑島小学校運動会訪問の日程調査票と書いているものが

１部。 
 追加資料として最後なんですが、Ａ４横で第４回２０１９年度子ども議会議員アンケ

ート集計結果と書いているものが１部でございます。以上となりますが、よろしいでし

ょうか。 
（「はい」の声あり） 

では、開会前の報告は以上となります。 
 それでは、末次職務代理者、よろしくお願いいたします。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 それでは、定数に達していますので、令和元年第１０回定例教育委員会を開会します。 
 
２．前回会議録の承認 

 それでは、まず前回の議事録の承認になります。 
この件について、何かありましたら、お願いします。 

1 
 



（「ありません」の声あり） 
では、よろしいようですので、承認をいただきました。 
 
３．教育長職務代理者事務報告 

○教育長職務代理者 末次龍一君 
次に、教育長の事務報告です。先にお送りしていると思いますけども、この１カ月はい

ろいろと天候が不順で、公私ともに予定がなくなったりとか、延期になったりしており

ますけども、これで一つ、１８日の盆供養にウィズ行橋に行ったのが入っておりません

けども、ウィズ行橋のほうで戦没者と一般の方の盆供養を行いました。 
 引き続き、水谷さんのほうから報告があるようなので、お願いします。 
○委員 水谷知子君 
 女性教育委員研修会のほうから御報告をさせていただきます。 

８月９日に臨時総会が行われまして、本研修会の今後について、ということで議案の

審議が行われました。 
 女性教育委員の力量を高めようという目的のもと、平成３年に３７名で発足した本研

修会も、この２８年間で７２回の研修会を開くことができ、女性教育委員も３倍の１１

０名となりました。 
 設立当初の目的は達成され、男女共同参画の時代も進んでいるため、本研修会を発展

的に解散する、ということで、出席委員４７名、そして委任状が６３名出ておりまして、

賛成多数で承認をされました。 
 発足当時は県からの助成金をいただいて活動していましたが、途中から各市町村に負

担金というかたちで御支援をいただき、研修会を続けることができました。ありがとう

ございました。 
 この会を閉じることに、今までの先輩方の思いや歩みを考えると、皆さん、複雑な思

いがあったようですが、時代の流れで自然のことではないかということで思っています。

私自身、最後の年に役員をさせていただき、多くのことを学ばせていただきましたこと、

感謝します。また、女性教育委員研修会で学んできたことを生かして、これからも頑張

りたいと思いますので、これまで参加させていただき、ありがとうございました。 
 
４．議事 

（１）議案第３０号 行橋市図書館等複合施設条例（案）について 

○教育長職務代理者 末次龍一君 
 続きまして、本日の議事に入らせていただきます。 
 はじめに、議案第３０号 行橋市図書館等複合施設条例案について、説明をお願いしま
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す。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 生涯学習課から、議案第３０号について、説明をさせていただきます。 

まず、この議案につきましては、８月６日の臨時教育委員会において報告をさせてい

ただく予定でございましたが、台風の影響により、説明が本日になりましたことを、ま

ずお詫び申し上げます。遅くなりましたけれども、改めて説明をさせていただきます。 
 まず、条例の説明に入ります前に、本日、追加資料でお配りしております、条例関係

等委員会説明資料を御覧ください。 
 １ページを見ていただきまして、現在の建設の状況、及び施設内の簡単な説明を先に

させていただきたいと思います。 
 現在、旧ミラモーレ跡地において、リブリオ行橋図書館等複合施設の建設工事が昨年

１０月から始まっております。現在、４階建ての建物の４階の鉄筋の所がほぼ出来上が

っております。前を通られて見られた委員の方もいらっしゃるかと思いますけども、と

ても大きな存在感のある建物として、いま建設中でございます。今これが建設工事の現

場の写真でございます。ちょっと見にくいですけれども、今こういうかたちで工事を進

めております。 
 ２ページをお願いいたします。これはイメージ図と言いますか、こういった建物にな

りますので、位置的なところを見ていただきたいと思います。長峡川の横に新しい図書

館、リブリオ行橋、そして道を挟んだ前に赤レンガ館、赤レンガ館の左側に駐車場、約

１００台駐車できる駐車場、こういったかたちで整備を行ってまいります。２階のテラ

スは、屋外テラスとして使える施設となります。 
 ３ページは、今度は赤レンガ館から見た入り口部分と、右側にありますのは、長峡川

の反対側から見た、これはちょっとイメージ図になっておりますが、こういったかたち

で整備をされます。 
 では、各フロアについて説明をさせていただきます。４ページをお願いいたします。 

まず、４階建ての内、１階が右側にあります図面を御覧いただきながら、お願いいた

します。 
 １階は交流フロアということで、エントランス、入り口ですね。入り口が青と茶色の

間の白い部分、すみません、分かりにくいんですが、こちらが入り口となります。茶色

の部分というのは、こちらの床材が板張り、木で仕上げる予定ですので茶色となってお

ります。 
 １階の施設につきましては、エントランス部分と交流スペースということで、皆さん

がくつろいで自由にコーヒーを飲んだりするフロアが中心となります。左側の手間にプ

レイルームという表示しておりますが、こちらは条例にも出てきます、有償の子どもた
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ちが遊ぶプレイルームとして、設置をいたします。ボーネルンド社の遊具を使って、知

育等々、低学年、小さいお子さんに対してのプレイルームとなります。 
 プレイルームの上にホールと書いております。椅子を並べたら２００人が収容できる

ホールとなっております。こちらでは展示会や講演会など、市民の文化活動や講演活動

に利用していただく、有償の貸室となります。 
 ５ページをお願いいたします。こちらは２階です。２階は子どものフロアとして児童

書を中心に配架をいたします。２階から上は、床材はカーペット対応で仕上げていきま

す。色は若干変わると思いますので、御了承ください。 
 まず、左側の下に一時預かり保育施設というふうに書いております。こちらのほうで

有償で一時預かり保育、それがないときはお話、読み聞かせをしたり、子どもたちと触

れ合うスペースとして使います。こちらの２階の児童フロアには、児童書を５万冊開架

する予定としております。右側にあります下のほうの、ちょっと色が濃い所は、閉架図

書として、こちらのほうは１０万冊閉架ができるようになっております。 
 上のほうは、１階からの吹き抜けとして、いま茶色になっておりますが、これは吹き

抜けの部分となっております。 
 ６ページをお願いいたします。３階は、カジュアルフロアとして一般書、３階・４階

に一般書を配架いたします。こちらに、まず図面を見ていただきますと、スタジオ大、

こちらのほうは５０人が収容できる、視聴覚設備を整えた視聴覚室としても使えるよう

に貸室として準備いたします。右側の上にスタジオ中、これは１６名程度の会議等に使

っていただける部屋、スタジオ小は８名程度でございます。こちらは、両方とも有償と

して貸館をいたします。ただしボランティアなどの読書に関するボランティアの方たち

が使うときには、無償で使用いただくような、対面朗読などのボランティア活動として

使用することも想定をしております。 
 なお、スタジオ大の横に学生たちが調べものなど、友だち同士で教え合うことができ

るアクティブラーニング等々、ちょっと声を出しながら勉強ができるゾーンとして、全

く音がしないゾーンではなくて、少し話しながら勉強ができたりするゾーンとして、４

階との区別を行っております。 
 ７ページをお願いいたします。７ページはオーソドックスフロアとして、従来図書館

で行ってきた、静かに本を読んだり学習したりするゾーンとして設置をしております。

そのため、個別に学習室を図面の真ん中の所にちょっと書いておりますけども、学習室

など静かに勉強ができたり読書ができるフロアとして整備をしております。 
 現在のコスメイトの図書館等、今回のリブリオ行橋の図書館との勉強ができるスペー

スについてなんですけれども、実際、今のコスメイト内では、キャレルデスクや４人テ

ーブルなどを入れまして５５席が座って勉強ができる席として用意されています。今回
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のリブリオ行橋におきましては、３階・４階合わせて約１７０席、アクティブラーニン

グなどの席もちょっと入れておりますけれども、座って勉強ができる席としては、約１

７０席程度を用意できるようにしております。これまで子どもたちの中でも勉強しに行

ったけれども席がなくて帰った、という声も聞こえておりましたので、静かに勉強がで

きるスペースとしても活用いただけると思います。 
 それでは改めまして、条例について、説明をさせていただきます。議案第３０号をお

願いいたします。 
 こちらの条例につきましては、令和２年４月より供用開始予定であります図書館等複

合施設の設置について、必要な条項を定めようとする条例でございます。 
 根拠法令は、地方自治法第２４４条の２、及び図書館法第１０条によります。公共の

施設の設置、また図書館の設置について、それぞれの法律で、条例として定めるように

なっておりますので、今回、条例をあげさせていただきます。 
 条例の今回の主な内容は、設置の目的、名称、開館時間、休館日、使用料、また運営・

管理について必要なことを定めております。 
 では、第１条よりお願いいたします。目的でございますが、この施設につきましては、

市民の教育、学術及び文化の振興を図り、また中心市街地の活性化に寄与することを目

的として整備し、設置したところでございます。 
 第２条で、名称、前の委員会でも報告させていただきました、公募によりまして名称

を決定し、リブリオ行橋、これは正式名称として、条例に掲載させていただきました。 
 ３条の構成施設です。主体施設、建物全体はリブリオ行橋という名称でございますが、

主体施設を行橋市図書館、そして文化交流施設、先ほど各階でお話をさせていただきま

した、１階のホール、３階のスタジオ大・中・小につきましては、文化交流施設という

名称にしております。第３項にあります、一時預かり保育施設及びプレイルーム、これ

は先ほど言いました１階にありますプレイルーム、２階の一時預かり保育施設、そして

前にあります駐車場、この４つで施設構成をしております。主体施設は図書館でござい

ます。 
 第４条では、図書館に必要な職員、また託児に必要な保育士等、またその他必要とな

る職員を配置する、というふうに入れております。 
 第５条におきましては、図書館についての事業を掲げております。これは現コスメイ

ト内にあります図書館条例のほうと同じ内容を同じ項目で書かせていただいております。 
 第６条、開館時間です。施設全体の開館時間は、９時３０分から２０時まででござい

ます。図書館を見ていただきますと、現在のコスメイトにある図書館が１０時から１８

時の８時間に対しまして、今回、終了時間を延ばしまして、２時間３０分、図書館とし

ての開館時間が長くなっております。 
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 託児施設につきましては、ちょっと時間を、子どもたちが施設で遊ぶ時間については、

若干建物と時間が違いますので、説明いたします。一時預かり保育施設につきましては、

１０時から午後４時まで、プレイルームにつきましては、１０時から午後５時までとし

ております。これは、子どもたちが夜の８時まで遊ぶことも想定しておりませんし、一

時預かりにつきましては、一応利用者が必要とする時間帯を想定して決めております。 
 第２項におきましては、ただし委員会が必要と認めた場合は、これを変更することが

できる、という条項を入れております。 
 続きまして、第７条の休館日でございます。施設全体の休館日は、これまでどおり、

今の図書館と同じの週休１日で火曜日の同じ曜日でいっております。そして年末年始は、

１２月２９日から１月３日、そして特別図書整理期間及び設備等点検期間として１週間

以内で休館することができる、としております。 
 この建物の休館につきましても、現行の図書館が週休１日の火曜日を除いて、いま約

３５日ございます。今回この新しくできるリブリオ行橋につきましては、火曜日以外が

１３日で、約２０日間近く開館日が延びることとなります。 
 続きまして、同じ表の一時預かり保育、こちらのほうはちょっと休館日が違いますの

で、こちらは火曜日から金曜日まで、一時預かり保育ができる期間としては、土・日・

月、この３日間で託児を行う想定としております。これは他の施設との調整と、いま現

状、公共施設で一時預かり保育という事業の形態は、今回初めてとなります。保育園・

幼稚園等々のそういった民間施設では行っておりますけれども、今回初めて行います。

実質的な、一時的に預ける要望というのが、ちょっとまだはっきりしない部分もありま

すので、イベント等が開催される土・日、そして月曜日は振替休日等で休みが多いとい

うことで、今この３日間でスタートを考えております。 
 ただし備考の２にありますように、ちょっと様子を見ながら教育委員会が必要がある

ときは、臨時休館やまた開館などを定めているところでございます。 
 ８条からの運営・管理についてですけれども、今回、指定管理者による管理を先の議

会でＰＦＩ法による事業が成立していますので、もう指定管理による事業として条項を

入れさせていただいております。 
 １４条を御覧ください。１４条のほうに、指定管理による管理ではございますけども、

市教育委員会として管理等々に対して報告を求めたり、検査し、また適切な指示を行う、

市が一応管理して注意ができることを入れ込んでおります。 
 １５条のほうでは、通常的法律や反社会勢力など、こういうことが絶対にあってはな

らないことが起こった場合は指定管理を取り消すことができる、というふうに、ちゃん

と市としての立場を明確にして、発言ができるように入れております。 
 １６条におきましては、有料施設であります文化交流施設と託児施設については、申
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請許可を行う、としております。許可については、法律等々によって、使い方に問題が

ある場合は許可ができない、というふうにしております。図書館等々については、申請

許可制度ではないので、基本的にはどなたでも使える、ただ、注意することはもちろん

していかなくてはならないと思っております。 
 １７条については、駐車場の使用についてです。基本的にこの駐車場はリブリオ行橋

を使用する目的で使っていただくということで駐車場を設置しております。 
 １８条では使用料でございます。使用料につきましては、後ろのほうにあります文化

交流施設の使用料のページを御覧ください。後ろから２枚の別表第１をお願いいたしま

す。基本的に、この使用料につきましては、市内の公共施設の類似施設と同程度の金額

で設定をしております。 
 まず、ホールにつきましては、平米数等々を鑑みまして、コスメイトの企画展示室、

ホールと書いていますけれども、コスメイト内の文化ホールとは仕様が全く違いますの

で、金額の比較の対比にはならないということで、鑑賞会や講演会などが行える施設と

して、コスメイトの企画展示室と同程度で設定をしております。市内・市外では、市内

の１．５倍に市外の金額、また夜間につきましては、昼間の１．５倍の金額で設定をし

ております。スタジオ大につきましても、コスメイト内にあります現在の視聴覚室の設

備等々も同程度でございますので、こちらを基準に設定しております。スタジオ中・小

につきましては、スタジオ中が１６名程度でございますので、中央公民館の会議室等々

を参考に設定をしております。全体的に新しい施設なので高いということではなくて、

現状の今の公共施設と同程度で設定をさせていただいております。 
 ただ、若干違いますのが、備考の６にあります、この料金の中に室内設備の備品及び

空調の使用料を含んだ金額で設定をしております。現在、コスメイト等では、机やマイ

ク等について、一つずつ金額を設定しておりますけれども、その部屋に備えてある備品

につきましては、利用者が各自の責任で利用することができるようにしております。空

調につきましても個別空調でそこの使用者が自分でスイッチ等々を入れられますので、

自由に使っていただけるように設定をしております。 
 続いて、別表第２をお願いいたします。託児施設の一時預かり保育です。子ども一人

あたり、市内、３０分で３００円、市外のお子様であれば３０分５００円で設定をして

おります。こちらの金額も、市内及び近郊の一時預かり保育と同程度で行っております。 
 プレイルームにつきましては、保護者同伴ということで、市内の方でしたら２時間、

親子で５００円、市外であれば７００円で設定をしております。 
 ただ、備考にありますように、年齢でございます。一時預かり保育につきましては、

生後６カ月から小学校就学前、６歳までを想定しております。プレイルームで子ども料

金として発生するのが、３歳から９歳でございます。知育の遊び道具を置いております
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けれども、ちょっと中学年程度までの遊び道具ということで、９歳までを設定しており

ます。 
 別表３の駐車場使用料でございます。駐車場につきましては、近隣の駐車場との均衡

を鑑みまして、１時間１００円を設定しております。閉館後の２０時から朝７時までは

連続で最大５００円の設定をしております。ただ、リブリオ行橋の来館者におきまして

は、３時間無料で使用できるというふうにしております。 
 条例のほうに戻りまして、いま１８条の使用料について説明をさせていただきました。

基本的に使用料につきましては、市内の公共施設と同程度、駐車場においても近隣の駐

車場、一時預かりについても市内でしている事業者と同じ程度で設定をしております。 
 あと２３条に個人情報の取扱い、個人情報に関しては、ちゃんと条例の中で定めて適

切な管理で条項に関しては適切な策を講じるようにしております。 
 ２４条、２５条におきましては、使用者は、必ず現状、元の通りに戻すということ、

もし、それにちょっと傷つけたりした場合は賠償義務が生じる、ということを入れてお

ります。 
 ２７条では、指定管理者が指定する場合の読み替えを行っております。指定管理者が

行う場合には、使用時間を利用時間、使用料を利用料というふうに読み替えて、指定管

理者の収入として扱うことができる、としております。 
 第２８条では、図書館協議会、これは図書館法に基づきまして、図書館協議会を設置

することを書かれておりますので、現行の図書館条例と同じく入れております。 
 最後に、準備行為でございます。この条例は、供用開始の令和２年４月１日から施行

する予定でございますが、準備行為にありますように、ただし、許可申請、予約等々を

行う場合は、その前から行うことができる、ということを書いております。その次の指

定管理者に指定する場合の特例としては、さっきも申しましたように、民間資金等の活

用により公共施設等の整備等の促進にかかる法律、ＰＦＩ法により選定された民間事業

者がその指定管理者の候補者として選定し、今後、議会の議決を経たうえで指定管理者

として指定する、ということを入れております。 
 簡単ではございますが、条例についての説明を終わります。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
説明が終わりました。この件について、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。 
 大宮委員、どうぞ。 
○委員 大宮克弘君 
 第７条ですね、休館日のことですけれども、毎週火曜日が休館日というふうにありま

すけれども、あれだけの予算を投じてあれだけのハードのものをつくってですね、毎週
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火曜日を完全に休みとする、その根拠はいかなるものでしょうか。 
 全国で新しい図書館が結構できていますけども、いろんなスタイルの図書館ができて

いますが、新しい所は、場所によっては年中無休なんですね。今回の行橋市のこのリブ

リオ行橋というのは、行橋市内にあって、僕は最も公共性が高い施設ではないかと思い

ます。幼少時から御高齢の方まで、全ての年齢層の方が利用されるわけであって、そこ

を、毎週火曜日を全く開けないというのは、これはなぜかなというのは、素朴に思いま

す。 
 ハードというのは、開けなければゼロです。何も生み出さない、ないもならない。そ

れから、結局開けていれば何かあるわけであって、閉めちゃえば、ただの鉄筋コンクリ

ートの塊でしかないわけですね。 
 それから、今回のこの図書館の建設にあたって、市民からのいろいろな声というのが

当然今でもあがっていると思うんですけど、よりそういうふうに公共性を高めるという

点では、ごく一部の人が使うとかいうのであれば、また話は別だとは思うんですけども、

もうほぼ全ての年齢層にわたって誰でも使えるわけじゃないですか。そういう施設をわ

ざわざ巨額な予算を使って建設したというのに、毎週火曜日を休みにしましょう、完全

に閉めるという、その根拠が僕には理解できないんですが、どうでしょうか。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 確かに稼働率を考えたら、やはり１００％使うのが普通の民間的な考え方、設備とか

そういうのは１００％使いきる。人的な問題もあると思うけども、検討に値すると僕も

思います。 
○委員 大宮克弘君 
 その辺の意見というのは、全く休館日を設定するにあたって、毎週火曜日を休館日に、

毎週毎週休みでもいいですよ、ということに対して、誰も何も疑問を持たなかったんで

しょうか。 
○委員 金澤精子君 
 付け加えの意見ですが、私は、他の公的施設が大体火曜日が全部休みになっているの

で、そのときに行く場所があるという感じで、ちょっと疑問に思いました。ここのリブ

リオ行橋が休んであるということに対して。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 生涯学習課長、お願いします。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 委員の皆様がおっしゃるとおり、今回の図書館の建設にあたっては、多くの方のいろ

んな意見がございました。今回、この図書館を整備するうえで、今までの市からの発注

というよりも民間の力を活用して、建設、運営に関しての事業を展開していくという、
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行橋では初めてのＰＦＩ法を用いて事業を展開してきました。 
 今回この契約が結ばれたのは平成２９年１２月でした。ちょっと先の話なんですが、

これをつくるにあたりまして、市のほうでこういう施設をつくろうということで、要求

水準というかたちで精査をしてきました。  
大宮委員がおっしゃるとおり、今の公共施設は、図書館とかは特に休館日は設けない、

そういう方向で行橋市のほうでも、もう極力休みがない施設として、年末年始の休みの

みでスタート、そしてそれが、市が最初に掲げた施設に対する大まかな枠組みの中で、

こういう建物で休館日はありません、そして夜２２時まで開館で事業をしてくださる業

者を募集したところでございます。 
 皆さん御承知のとおりでございますが、実際にその要求に対しまして応募者がありま

せんでした。その内容を業者等々から意見を確認したところ、行橋市が要求する事業に

対しての提供する予算額があまりにも低すぎる、ということが回答でございました。 
 市といたしましては、その市が描いている要求にあわせるように金額を上げるのか、

予算を現状維持したままに内容をちょっと見直して、それでも市民のために活用できる

事業として考えた結果、予算をかえずに事業内容をちょっと少なくした。その結果、休

みにつきましても、次の募集をしたときには、週休１日の休みはうたい込ませていただ

きました。 
 しかしながら、私どもの担当課の生涯学習課の中でも、業者と協議を行いまして、休

みについて、できるだけ少ないとか、開館時間については極力長く開けていただきたい、

という要求はしてまいりました。 
 しかしながら予算の話でございます。結局、開けるということは人件費がかさみます

ので、市が提供する予算について、火曜日の休みや１０時までの開館については、予算

的にはもう絶対に無理ということで、結果として、いま週休１日というふうになった次

第でございます。協議はずっと行ってきたところです。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 指定管理に出すから、結局採算が合うかどうかというところで、そういう話になりま

すよね。設備は整っているけど、人件費も大きな問題ですね。そりゃ北九州市の街中で

あれば人がいっぱい来て、採算ベースに乗れるかも分からないけれど、そこら辺のいろ

いろ地域性もあるし、難しいところもあるのかも分からないですね。 
 そういうことだそうですが、いかがでしょうか。 
○委員 大宮克弘君 
 僕はちょっと努力が足りないと思います、厳しい言い方をしますが。徳山に行きまし

たよね、周南の。あのときに徳山駅に立派な図書館がありましたね。あそこは年中無休

でした。 
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○委員 金澤精子君 
 そうでしたね。 
○委員 大宮克弘君 
 あそこと行橋と比べて、全体の人口は周南とあまり変わらないか、ちょっと多いくら

いかもしれませんけれども、でも駅前の人通りの感じを見て、そんなに大差はないかな

と僕は思いました。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 いろいろやはりね、研究してみる必要があると思います。徳山はもう指定管理をして

いるのか、それとも市の職員が運営しているのかとか、その辺は、ちょっと記憶はない

けれども、確かに言われるように１００％利用するというのが、それが理想であると思

うので、今後もいろいろ検討されたらということで、どうでしょうか。 
○委員 大宮克弘君 
 詳細は、僕は分かりませんが、僕がもし運営する立場だったら、絶対に開ける方向で

業者等々と話を進めると思います。人件費がかかるかもしれませんが、１日開館して、

月に４日開館したからといって、人件費が、じゃあひと月幾ら増えるのか。そんなに予

算を圧迫するほど人件費がかかるんでしょうか。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 たぶん指定管理者、業者の考え方もあると思います。やってみないと分からないとこ

ろがあると思いますが・・ 
○委員 大宮克弘君 
 指定管理者は、予算、今よりお金を出せば、いいですよ、毎日でも開けてもいいです

よ、という話ですよね。そこのところかなと思います。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 生涯学習課長、どうぞ。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 おっしゃるとおりで、今の契約額では、週休１日で計算した額で契約しておりますの

で、今後、状況に応じては、予算をプラスしたところで、また契約変更等々は講じてい

きたいとは考えております。 
○委員 大宮克弘君 
 僕がこういうことを言うのはですね、いろいろ声を聞くんですよ。もう素晴らしい立

派な図書館をつくって、今の図書館のままでもいいのにと。それで学校関係の保護者か

ら聞くのは、あれだけの図書館に投ずる予算があるんだったら、もっと学校を綺麗にし

てほしい。行橋中学校の保護者から話があったんですけども、信じられないくらい壁が

汚い、廊下が汚い、汚れている。よその学校を見に行ったときに、同じ築年数なのに、
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どうして行橋の学校はあんなにもの凄く汚くて、他の学校も同じ築年数でも、結構整備

されて綺麗な所が実際にあるんですよね。そういう話を聞いて、もうそんな図書館とか、

建てる、建てないとかいうのはありますけども、そういうお金があるのに、という話も

よく聞くわけですね。 
 そういうときに、やはり、今までは毎週火曜日がお休みでしたけども、開館時間を延

ばして、より低い年齢層の方から高い年齢層の方まで、どんどん使ってください、とい

うことを打ちだしたほうが、市民のコンセンサスを得られることができるんじゃないか

なと思います。 
 それを従来どおり他の施設と同じように一律毎週火曜日を休みですからと、なんで火

曜日が休みなのかと、休みだから休みだと、市民にとっては、なんで毎週火曜日が休み

なのと、開けてくれたっていいじゃないか、という考えが素朴に出ると思うんですよね。 
 そこのところを、ちょっとまた考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに

僕は思いました。以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 では、そういったところで、他に御意見はないですか。 
 はい、どうぞ。 
○委員 金澤精子君 
 もう１点、一時預かり保育施設が１０時から１６時、プレイルームは１０時から１７

時ですね。ここの１時間の違いというのは、何か。例えば交流施設などを使って、そこ

に託児所に預けて、そこに参加しているときとか、やはり４時半とか５時頃までかかり

そうかな、と思ったんですけど。予算が関係ありますか。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 これもちょっと業者と交渉をしてですね、プレイルームについては親子同伴ではあり

ますが、子どもたちが５時までで自宅に帰るというような状況を、ちゃんと小さいころ

から促すのも一つの手かなということで、５時で。託児につきましては、保育士等々の

予算というか、その話で、一応間を置いていただいて、土・日勤務していただいてとい

うかたちでしております。 
○委員 金澤精子君 
 そうですね、希望としては、もう少し、あと少し３０分でも時間が延びると喜ぶなと

思っただけです。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ただ、実際のところ、来年に稼働して、いろいろ市民の要望とか、ある程度決めてや

った上で、いろいろやはり大宮先生の意見もあるし、金澤先生の意見もあるし、それは

状況を見ながら、またいろんな声があがってきて、そこら辺は整備されると思います。 
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○委員 金澤精子君 
 そうですね。とにかくたくさん人が来てくださる施設になることを祈っています。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 ありがとうございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 他はよろしいですか。 

水谷委員、何かありますか。 
○委員 水谷知子君 
 いえ、もう、大宮先生と、私は同じです。 
○教育長職務代理者 末次龍一君  
 では、この３０号議案については、承認いただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
では承認いただきました。 
 

（２）議案第３１号 行橋市複合文化施設条例の一部を改正する条例（案）について 

○教育長職務代理者 末次龍一君 
続いて、議案第３１号 行橋市複合文化施設条例の一部を改正する条例案について、説明

をお願いします。 
○文化課長 小川秀樹君 
 文化課から、議案第３１号 行橋市複合文化施設条例の一部を改正する条例案について、

説明をさせていただきます。 
 この条例は、議案第３０号にも関連するんですけれども、新しい図書館の開設に伴っ

て、現在、コスメイト行橋内にある図書館及び視聴覚センターが廃止となることから、

複合文化条例の中の図書館と視聴覚センターに関する部分を削除することを中心とした

改正を行うものでございます。 
 詳細につきましては、資料のほうに新旧対照表を付けておりますので、御参照いただ

ければと思います。ありがとうございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 これはもう先にいただいていましたので、目を通されていると思います。 
何か御意見などがありましたら、お願いします。 

（「承認します」の声あり） 
では、承認します、ということでありますので、３１号議案は承認されました。 
 
（３）議案第３２号 平成３０年度教育費決算（案）について 
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○教育長職務代理者 末次龍一君 
 続きまして、議案第３２号 平成３０年度教育費決算案について、教育総務課に説明を

お願いします。 
○教育総務課長 土肥麻紀君 
 それでは教育総務課から、議案第３２号 平成３０年度一般会計決算の概要について、

所管ごとに説明をさせていただきます。 
まず、１ページをお願いいたします。教育総務課所管事業です。歳出予算額１億２２

２万６千円に対しまして決算総額９８５４万４３７５円を執行し、９６．４％の執行率

でございます。 
 主な内容といたしましては、１０款１項１目教育委員会費におきまして、教育委員４

名の報酬、並びに外部評価委員３名の報酬、それに加えまして教育長が各種協議会、総

会等へ出席する旅費、あわせて教育委員の皆様方が研修会へ参加する旅費等を執行いた

しました。 
 不用額１８万１６３６円の主な内容といたしましては、県市町村教育委員会教育長研

修会が台風により中止になったなどの旅費の執行残でございます。 
 続きまして、１０款１項２目事務局費でございます。主に教育総務課での事務を行う

ための事務費等の予算であり、毎年発行しております教育要覧や入学式の際に子どもた

ちに配布する教育方針のリーフレット等の印刷費、また教育委員会会議の議事録作成委

託料などを執行させていただきました。 
 不用額３４９万９９８９円の主な内容といたしましては、職員の育児休暇復帰が保育

所入所の関係で延びたこと、などによる人件費の減や、教育長交際費の執行残等による

ものでございます。 
 以上が教育総務課における平成３０年度一般会計決算の概要でございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 では、続いて指導室に説明をお願いします。 
○指導室長 山本有一君 
 続きまして、指導室から説明をさせていただきますが、昨年度から指導室が指導係と

ＩＣＴ英語教育推進係の二つの係になっておりますので、一つずつ説明をさせていただ

きます。 
 ２ページを御覧ください。所管における歳出予算額は、３億６２４４万９千円で、決

算総額は、３億４９３３万２９２円、繰越金がゼロ、不用額が１３１１万８７０８円、

９６．３８％の執行率となっております。 
 １０款１項３目教育指導費でございます。主な内容としましては、ソフト事業が中心

であって、その内容は、学校教育の総合的指導助言及び研修業務の助成に関するもので
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ございます。 
 教育相談業務嘱託員、指導主事、アシスタントティーチャーの賃金、それからスクー

ルソーシャルワーカーの業務委託料等でございます。また、３０年度につきましては、

教員用のタイムレコーダーの購入も行っております。 
 ３ページを御覧ください。次にＩＣＴの英語教育推進係です。内容としましては、平

成２９年度から計画的に導入を進めております各学校のＩＣＴ環境の整備とＩＣＴ支援

業務でございます。主なものとして、３段目にあります１０款２項１目学校管理費です。

タブレット等機器の借り上げ料、パソコン教室機器の借り上げ料、教室の増設のための

行橋小、今川小に普通教室用電子黒板の購入等を行っております。 
 指導室の決算については、以上でございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございます。 
 続いて、学校管理課に説明をお願いします。 
○学校管理課長 橋本明君 

それでは、続きまして学校管理課の決算について説明いたします。学校管理課所管に

おけます歳出予算額は、１３億２２２６万７千円で、決算総額１２億３９７３万３４６

２円、繰越額４８９４万１千円、不用額３３５９万２５３８円で、執行率が９３．８％

となっています。学校管理係と学務係の２係がありますけれども、学校管理係の決算か

ら説明をさせていただきます。 
 まず、１０款１項２目事務局費ですが、ここでは、学校管理係職員二人分の時間外手

当など人件費を執行しております。 
 １０款２項１目小学校費の学校管理費につきましては、小学校の運営にかかる経費と

いたしまして、学校用務員やプール監視員の賃金、児童用図書等の消耗品や学校備品の

購入費の他、学校施設の維持管理にかかる光熱水費、修繕料、委託料等を支出しており

ます。 
 また、昨年６月に大阪で発生しましたブロック塀の倒壊事故を受けまして、市内の小

学校４校でブロック塀の改修工事を実施しております。次のページをお願いします。 
１０款２項３目、学校施設整備費でございます。小学校の施設整備にかかる経費とい

たしまして、泉小学校の空調設備工事、及び管理業務委託、稗田小、延永小の外壁改修

工事、今元小、今川小のプール改修工事等を執行しております。 
 １０款３項１目、中学校費の学校管理費につきましては、中学校の運営にかかる経費

といたしまして、学校用務員やプール監視員の賃金、生徒用図書等の消耗品や学校備品

の購入費のほか、学校施設の維持管理にかかる光熱水費、修繕料、委託料、それから泉

中学校の防球ネットのかさ上げ工事費等を支出しております。次のページをお願いしま
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す。 
１０款３項３目、学校施設整備費でございますが、中学校の施設整備にかかる経費と

して、行橋中学校、今元中学校、泉中学校の空調設備工事費を執行しております。これ

は平成３０年度と今年度の２カ年事業になっておりまして、契約額のうち、３０年度分

のみを執行しているところです。また行橋中学校、及び泉中学校の体育館の床改修工事

費、中京中学校、仲津中学校の屋根の改修工事費、今元中学校の外壁の改修工事費等を

執行しております。 
 １１款３項１目、義務教育施設災害復旧費については、執行はございませんでした。 

１３款２項２目、国県支出金返納金についてですけれども、こちらについては蓑島小

学校の空調整備工事におきまして、もともと防衛省の補助を利用して実施する予定でし

たけれども、なかなか時間がかかるということで、早期に整備をするために、平成３０

年度に新たに創設されました、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、こちらを活

用して整備するように計画変更をしたところです。その際にですね、すでに防衛省のほ

うから実施計画費用として交付を受けておりました補助金を補正予算で計上して返納し

たところでございます。次のページをお願いします。 
学務係の決算について、説明をいたします。 
３款２項 1 目、児童福祉総務費についてですが、こちらについては児童クラブの運営

にかかる経費として、指導員、補助員の報酬、賃金、おやつ代、ならびに民間委託にか

かる委託料等のほか、民間が行う児童クラブ施設整備、及び備品購入にかかる補助金等

を執行しております。 
１０款１項２目、教育総務費 事務局費でございますけれども、放課後質問教室講師謝

礼、及び市奨学金５人分、並びに条件付返還免除型奨学金４人分の貸付金等を執行して

おります。 
１０款２項１目小学校費 学校管理費につきましては、小学校学校医の報酬、及び児童

の心電図等の検査委託料を執行しております。次のページをお願いします。  
１０款２項２目、小学校費の教育振興費です。児童の災害共済負担金や小学校就学援

援助費等を執行しております。 
また、１０款３項１目、中学校費の学校管理費につきましては、中学校の学校医の報

酬、それから生徒の心電図の検査委託等を執行しております。 
最後に１０款３項２目、中学校費 教育振興費につきましては、中学校生徒の災害共済

負担金、中学校の就学援助費等を執行しているところです。以上で説明を終わります。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 次に、防災食育センターに説明をお願いします。 
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○防災食育センター長 木村君彦君 
 防災食育センターから、所管における歳出予算額は、５億８０８８万８千円で、決算

総額、５億６８８４万９６２７円で、９７．９％の執行率となっております。 
 目としまして、１０款５項３目、主な事業及び不用額等の理由について申し上げます。

管理栄養士から配送員までが主な人件費、１億９８１１万５５８７円となった、それか

ら光熱水費、５３８９万３５９２円、それから学校給食用物資として、賄い材料費が２

億８５６１万１４１２円となっております。 
 次に不用額について、説明をいたします。就労の日数減による賃金の差が、３３４万

６８９２円、これは、臨時職員等の就労の日数の減によるものです。 
 続きまして、賄い材料費の減が、５６１万４５８８円、これは学校行事などによる欠

食や天候不順による欠食でございます。以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 続いて、生涯学習課に説明をお願いします。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 １０ページをお願いいたします。生涯学習課における歳出予算総額、４億１２０８万

６７５１円に対し、決算総額３億８０１５万３０５３円、翌年度繰越額２３２４万２千

円、不用額、８６９万１６９８円となり、９２．２５％の執行率となっております。 
 この翌年度繰越額につきましては、稲童第４地区の学習等供用施設の大規模改修工事

が令和元年度に繰り越した工事費の繰越額でございます。 
 決算の主な内容でございます。１０款１項１目社会教育総務費におきましては、社会

教育の推進にかかる事業費、及び生涯学習課の職員の人件費を計上しております。 
 生涯学習の推進といたしまして、市民大学講座、地域ボランティア講座などの講座を

開催するとともに、社会教育指導員や地域活動員により、生涯学習の推進に努めており

ます。また社会教育団体に対する補助金として、青少年育成市民会議や行橋市子ども会

育成連合会などに補助金を執行しております。 
 また、行橋市健康スポーツ広域ネットワークによります指定管理料として、宿泊型研

修施設、研修センターとオートキャンプ場の管理につきまして、指定管理料を支出して

おります。 
 続きまして、２目公民館費です。公民館費におきましては、校区公民館及び学習等供

用施設２２館の維持管理、運営費でございます。特に、公民館の維持管理につきまして

は、通常どおりの経常的な経費とは別に、泉・稗田公民館において、雨漏り等が発生し

たために防水工事を行いました。また、仲津公民館トイレの改修、学供施設では、稲童

第５の学供施設の大規模改修を防衛省の補助金を活用して整備したところでございます。 
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 工事費及び備品購入費の中には、平成２９年度から建設をしておりました椿市交流セ

ンターの建設費、工事額としては、３０年度の支出が約９４００万円、備品購入費とし

て、１８００万円が決算額として入れております。 
 次の１１ページをお願いします。５目人権教育費でございます。人権教育に関する費

用でございます。こちらは、研修に参加し、人権教育を生涯学習として学ぶ場として活

用しております。 
 続きまして、８目図書館費でございます。図書館費におきましては、図書館館長の報

酬及び図書館の維持管理に必要な経費、並びに図書館及び視聴覚センターの窓口等業務

委託を計上しております。そして、毎年度約１万冊の新規資料を購入しておりますので、

約１８００万円を決算としてあげております。 
 １０款４項９目地域交流センター費でございます。平成３０年５月に開館いたしまし

た、椿市の地域交流センターでございます。こちらの維持管理の経費でございます。不

用額のほうに光熱費の費用が載っておりますけれども、３０年度初めての運用で、なか

なか継続的な光熱費が想定よりも少なかったために不用額として残っております。委託

管理につきましても、同じく樹木管理の委託を考えておりましたが、地元の方々の協力

によりまして、こちらのほうの執行がありませんでしたので、不用額としております。

以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 続いて、文化課に説明をお願いします。 
○文化課長 小川秀樹君 
 文化課から説明をいたします。資料は、１２ページをお願いいたします。 
 所管における歳出予算総額、２億７２４５万７千円で、決算総額２億６９４４万４３

７円に対し、不用額３００万９５６３円となっており、９８．８９％の執行率となって

おります。 
 決算の主な内容を目別に御説明いたします。１０款４項３目の文化振興費につきまし

ては、予算現額２億７６４万７千円で、決算額２億６６１万４５００円となり、不用額

が１０３万２９９２円となっております。 
 執行の主な内容といたしましては、職員９名分の人件費として、５５５１万７１２円

を執行しております。複合文化施設コスメイト行橋の指定管理料として、４０８９万７

千円を執行しております。文化講演委託料４２万５千円は、小中学校の芸術鑑賞会を実

施するために文化協会に委託しているものでございます。 
 行橋市増田美術館管理業務委託料、４４４万４２００円は、美術館運営のため、公益

財団法人増田美術・武道振興協会と委託契約を結んで執行したところでございます。 
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 それから、コスメイト行橋の改修工事が幾つかございまして、大きいものとして、手

動吊物の改修工事がございます。１９６５万６千円を執行しております。 
 それから、文化芸術の振興を目的として、各団体や実行委員会へ補助金として交付し

ているものがございます。連歌大会補助金、文化振興公社補助金、行橋市文化協会補助

金、ビエンナーレ２０１９補助金等でございます。 
 引き続きまして、資料は２ページ飛ばしていただいて、１５ページをお願いします。

１０款４項４目の文化財保護費でございます。予算現額は、６４８０万７千円に対し、

決算額が６２８３万４３２円でございます。主な事業といたしましては、文化財関係の

嘱託職員、あるいは臨時職員に対する報酬、賃金等がございます。それから発掘調査し

た埋蔵文化財調査報告書の作成にかかる印刷経費がございます。同じく印刷費として、

歴史資料館で企画しております特別展・企画展の印刷物の印刷費を執行しております。 
 それから、史跡御所ヶ谷自然公園整備事業にかかる工事の管理委託料、それから工事

費を執行いたしております。 
 文化財保護の面では、その他に仲津小学校にかつてありました奉安殿を稲童１号掩体

壕の史跡公園に設置する工事を行っております。 
 それから、百三十銀行行橋支店の空調整備が不調になりましたので、取り換え工事を

行っております。以上でございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 最後に、スポーツ振興課に説明をお願いします。 
○スポーツ振興課長 増田昇吾君 
 スポーツ振興課から、決算の概要について、御説明をさせていただきます。次の１６

ページをお願いいたします。 
 所管における歳出予算額は、１億２１９７万２千円で、決算総額１億１９７２万４１

８０円、不用額が２２４万７８２０円となりまして、９８．２％の執行率となっており

ます。 
 主な事業内容について、御説明申し上げます。 
 まず、スポーツイベント係分でございますが、１０款５項１目、保健体育総務費では、

昨年７月に行いましたビーチバレーボールフェスティバルや、ことし１月に行いました

シーサイドハーフマラソンに伴う実行委員会への補助金、また昨年８月に蓑島天神が浜

海水浴場で開催されましたオープンウォータースイムレース大会の開催費負担金を執行

しております。 
 次に、スポーツ推進係分でございますが、１０款５項１目保健体育総務費では、保健

体育総務一般管理費として、社会体育指導員及びスポーツ推進員の報酬、スポーツ推進
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振興課職員計６名分の給与及び諸手当等の人件費、また報償費といたしまして、推薦基

準に該当する個人・団体に対しまして、表彰を行った際の体育優良者記念品代、市主催

のスポーツ大会における審判員への謝金、負担金補助及び交付金といたしまして、昨年

９月に台風により開会式は中止となりましたが、一部競技を日程変更して実施しました

スポーツフェスタ事業、体育団体及び関係機関相互の連絡調整を図り、スポーツの普及、

振興及び市民の健康増進事業を行っております、行橋市体育協会への補助金などを執行

しております。次のページをお願いいたします。 
 １０款５項２目体育施設費でございます。体育施設費全般の管理整備費として、中山

グラウンド管理人賃金及び中山グラウンド管理に要する消耗品や光熱水費、その他、施

設の維持管理に資する諸経費のほか、行橋総合公園内にございます行橋市体育施設の指

定管理料、また工事請負費として、総合公園テニスコート照明設備改修工事、及び中山

グラウンドテニスコートブロック撤去工事費を執行しております。 
 スポーツ振興課所管部分の決算の主な説明については以上でございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
説明が全部終わりましたので、この件について、質問や御意見がありましたら、お願い

します。質問はないですか。 
（（ありがとうございました」の声あり） 

 金澤委員、どうぞ。 
○委員 金澤精子君 
 お疲れ様でした。ありがとうございます。 
 一つ、生涯学習課の宿泊型研修施設指定管理料、これは研修センターとオートキャン

プ場ですね。子どもを連れてよく遊びに行くんですよ。ちょっと草がボウボウとしてい

ます。そこら辺のところを、やはり市民は見ているので、よろしくお願いします。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 早速、ちょっとこちらの担当のほうも気付いておりましたので、すぐ注意をしており

ます。申し訳ございませんでした。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 後はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
では、３２号議案については、承認をいただけますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
では、承認をいただきましたので、続いて、３３号議案の令和元年度第２次補正予算案

について、説明をお願いします。 
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（４）議案第３３号 令和元年度第２次補正予算（案）について 

○教育総務課長 土肥麻紀君 
 それでは、教育総務課より、議案第３３号 令和元年度一般会計第２次補正予算の概要

について、説明いたします。 
 本年度歳出予算既定額７３２万１千円に、今回４９万５千円を増額補正し、総額を７

８１万６千円とするものです。 
 補正の内容としましては、現在、教育総務課で取り組んでおります学校規模適正化に

ついて、１０月より基本計画の策定作業に入るにあたり、検討委員会を設置し、協議す

るための委員の報酬や旅費等に関するものでございます。 
 委員の構成といたしましては、学識経験者やＰＴＡ、区長連合会、学校長、市民公募

などから１５名程度と考えております。また実際に学校規模適正化を実施した自治体へ

委員の方に視察に行っていただく際の保険料等も含まれております。 
 以上が教育総務課の補正予算の概要でございます。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 続いて、文化課に説明をお願いします。 
○文化課長 小川秀樹君 
 文化課の本年度歳出予算既定額２億６４５１万１千円に、今回補正額３８２万４千円

を増額し、総額２億６８３６万５千円とするものでございます。 
 補正は、２点ございまして、１点目は、行橋市増田美術館の空調設備が故障したため

に、それに伴う機械の空調設備の修繕工事を行うための補正でございます。この工事費

として、２１９万８千円を計上するものでございます。 

 それからもう１件目が、令和２年度に実施いたします、行橋まちなか文化芸術ｗｅｅ

ｋ事業の事前事務にかかる補助金を１６２万６千円計上するものでございます。この補

助金については、実行委員会を立ち上げて、そこに交付する予定でございます。この行

橋まちなか文化芸術ウィークにつきましては、本市の中心市街地がかつては商業の中心

地、今でも商業の中心地であるんですけれども、それとともに文化芸術の発信地として

も栄えてきた歴史がございます。  

 そして来年度には新しい図書館もオープンするということで、まちなかを舞台として、

複数の芸術や音楽、歴史をメインに市民の皆様が文化的な時間を過ごせるような複数の

催しを企画し、実施しようとするものでございます。 

 企画自体は、まだ完全に出来上がってはないんですけれども、いま考えられているも

のとしては、京都のほうで生け花をされている珠寶さんという方に図書館でオープニン
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グにあわせて献花をしていただく、それから佐渡裕さんが育徳館中学・高校の弦楽部と、

それから市民の合唱団もあわせて第九を演奏する。それから来年は末松謙澄さんの没後

１００年になりますので、末松謙澄さんを中心とした文化芸術をテーマにしたシンポジ

ウムを行う、そういったことを現在計画しております。 

 事業自体は令和２年度の事業なんですけれども、ゴールデンウィークに行うため、令

和２年度早々に事業を実施するという関係もあって、今年度中に事業の準備、あるいは

印刷物をつくらないといけないという面もございまして、令和元年度にその準備として

増額補正をさせていただくものでございます。以上です。 

○教育長職務代理者 末次龍一君 

 ありがとうございました。 

 後は、学校管理課がありますね、お願いします。 

○学校管理課長 橋本明君 

 学校管理課です。きょう追加で配付させていただいた資料を御覧いただきたいと思い

ます。 

 学校管理課の補正予算ですが、歳出予算既定額１５億９０５９万円に３１８万６千円

を増額して、総額１５億９３７７万６千円とするものです。 

 補正の内容ですけども、１０款２項１目学校管理費の１５節、工事請負費におきまし

て、ことし５月に延永小学校のプールのろ過機の試運転を行っていた際に、ろ過機が壊

れて使用不能になったということで、当初予定はされていなかったんですけど、緊急的

に対応する必要があるということで、更新工事を行っております。これによって不足し

た学校等の維持補修工事費を増額補正しようというものでございます。以上です。 

○教育長職務代理者 末次龍一君 

 ありがとうございました。 

説明が終わりましたので、以上の点について、御質問や御意見をお願いします。 

（特に声なし） 

では、ないようですので、承認いただけますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

では、承認をいただきましたので、続いて、協議・報告事項に入らせていただきます。 

 

５．協議・報告事項 

（１）行橋市教育委員会点検・評価報告書について 

○教育長職務代理者 末次龍一君  

 はじめに、行橋市教育委員会点検・評価報告書について、説明をお願いします。 

○教育総務課長 土肥麻紀君 
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 教育総務課より説明をいたします。行橋市教育委員会点検・評価報告書についてです。

これは、いわゆる外部評価でございまして、先月の教育委員会会議で御審議をいただい

たものによるものです。８月２０日に外部評価委員会を開催し、委員の方より御意見を

いただいたものをお手元の資料の前半部分、外部評価シートの一番右の列に指摘いただ

いたものに関しては記入しております。また２０ページ以降にその内容については、全

て取り上げております。 

 全体的に取り組みに対して評価はいただいているところでございますが、学力実態調

査事業について、京築地区が、なかなか成果が上がっておらず、今後どう取り組むかが

課題である、といった意見や、来年度から小学校において英語が教科化されることに伴

う体制の在り方、また市民大学講座授業の充実について、日時や対象年齢等の検討が必

要である、との御意見をいただいておりました。 

 ２２ページをお願いします。最後に外部評価の全体意見についてですが、今回、すみ

ません、この資料を当日配付していたために、全体意見について、全て読ませていただ

きます。 

 点検・評価について、目的や目標は前年度と同じもので良いが、事業の成果や内容に

ついては、昨年度までの内容とどのように変わったのか、分かるように記載したほうが

よい。 

 目標達成度・妥当性について、満点ではない理由が、資料を見ただけでは分からない

部分があるので、目標達成のための取り組みとしての妥当性に、どうして評価を下げた

のかなど、評価の理由が分かるように記載したほうがよい。 

 全体的に教育振興基本計画に沿って内容や評価項目が見直されており、また昨年度の

外部評価委員での指摘も踏まえ、点検・評価が行われており、良かった。評価では、目

標達成度・妥当性が共に５の項目が増えたことは、教育委員会の努力だと考える。今後

も引き続き頑張っていただきたい、との評価をいただきました。 

 今回、指摘いただいた内容等については、来年度、改善してまいりたいと考えており

ます。 

 また、この外部評価については、来月の９月定例会で議会に報告し、その後、市のホ

ームページに公表する予定となっております。以上です。 

○教育長職務代理者 末次龍一君 

 ありがとうございました。 

私も出席しましたけれども、評価としては、かなり良い評価をしていただきました。こ

の件について、何か質問や御意見がありましたら、お願いします。ないでしょうか。 

（特に声なし） 

では、次はその他に移らせていただきます。 
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６．その他 

（１）行橋市学校規模適正化基本計画（仮称）策定にあたっての基本的な考え方（案）

のパブリックコメントについて 

○教育長職務代理者 末次龍一君  

行橋市学校規模適正化基本計画（仮称）策定にあたっての基本的な考え方案のパブリ

ックコメントについての説明をお願いします。 

○教育総務課長 土肥麻紀君 
 教育総務課より説明をいたします。先月、７月１日から３１日までの１カ月間を期間

として、パブリックコメントの募集を行いました。 
 お配りしました資料にもありますように、きょう追加でお渡しした資料なんですけれ

ども、５９７件の御意見をいただきました。しかし、表にもありますように、２９８件

が、ある特定の学校を廃校にしないでほしい、といった内容などでありまして、陳情と

して取扱い、実施機関の考え方としては回答いたしておりません。 
 またパブコメの意見について、表現は違いますが趣旨が同じものに対しては、一つ分

類としてまとめて回答をいたしております。 
 御意見として多くいただいたものとしては、小規模校の良いところもあるので、小規

模校の存続も検討するべき、とか、地域性も考慮すべき、とか、望ましい学校規模とし

て、小学校で１２校、中学校で１０校にこだわる必要はない、などの意見がありました。 
 実施機関の考え方としては、今回は望ましい学校規模という今後の計画策定にかかる

指標について御意見をいただくこととしており、あくまでも望ましい、ということで、

小規模校を最初から排除するものでもなく、適正化の留意点にもありますように、地域

性等も十分考慮するものとして回答いたしております。 
 この結果については、９月定例会で議会に報告し、その後、公表する予定としており

ます。以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
説明が終わりましたので、この件について、何か御質問や御意見がありましたら、お願

いします。 
 大宮委員、どうぞ。 
○委員 大宮克弘君 
 パブリックコメントのこれを見ると、全体的にやはり目線が、指摘、いま皆さんが置

かれている所からの視点での意見が非常に多くて、今後の先を見据えたとか全体を考え

たという意見が少ないと思うんですよ。どうしてもそうなっちゃうのかなと。普通の一
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般の方というのは、目の前を見るのがいっぱいいっぱいというか、そういうことが多い

と思うんですけども、そういう意見が凄く多いと感じて、そういう意見がやはりたくさ

んあるということは、まだ学校規模を適正化するというのが、どうして適正化しなけれ

ばいけないのかとかいうことが、まだ広く周知されていないというのが、やっぱりある

と思うんですね。 
 このパブリックコメントを見て、それに対する実施機関の考え方、反論みたいな感じ

で書いてあるんですけども、やはりこれを踏まえてですね、もう少し一般の市民の、保

護者の方に、どうして適正化していかなければいけないんですよ、ということを、やは

り広く周知していただくような活動とか、そういったことを根気強く、コツコツとやら

ないと、実際に適正化しようというときに、ここで書いてあるような、目の前の現実だ

けを見据えた損得、そういったところの意見ばかりが出て、なかなか進まないのかなと、

このパブリックコメントを見ての印象を感じましたので、今後またより一層幅広く、根

強く周知していくことが大事じゃないかと思いました。 
○教育総務課長 土肥麻紀君 
 今回、基本的な考え方を、１カ月間パブリックコメントをしていく中で、幾つかの団

体から説明をしてほしいというようなところがあったので、説明させてもらったんです

が、今の大宮委員が言われたように、これがどういうものなのかと、どういうところを

視点にというか、将来を見越したとか、行橋市全体をというところが、あまりちょっと

文章の中では読みとるのが難しかったのと、最初から学校を廃校していくための計画だ

というような印象を持って意見をもらったところもあったので、今後、基本計画を策定

にするにあたりましては、地元での全校区を回って説明をしたり、より分かりやすい簡

単な資料をつくってお示ししようかというふうに考えております。ありがとうございま

す。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 他は、よろしいですか。 
 金澤委員、どうぞ。 
○委員 金澤精子君 
 大宮委員と同じことです。それに対して実施機関の考え方をずっと読んでいっていて、

この学校規模適正の内容を分かっている人は、この文章の内容で読みとれるんだけれど、

文字というのは、なかなかそこら辺に関わっていない人は、読みとるまでに何を意図し

ているかというのに時間がかかるだろうなと思いました。だからやはり丁寧なゆっくり

とした説明をする必要性を感じました。 
 でも、事務局が書いている市民の声を聞いて、だからこのパブリックコメントは、大

変たくさん意見を出してくださって、ありがたい、という受け止め方をしていけば、ま
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た次の方向が見えるんではないかなと思いました。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 それでは、その他で、他に何かありませんか。 
○教育総務課長 土肥麻紀君 
 すみません。教育総務課で２点ほど、こちらに書いておりませんが、一つは蓑島小学

校の運動会についてのお知らせです。今回、学校からの案内文書もお渡しさせていただ

きましたが、９月２２日日曜日９時からの開催ということで、もし雨天の場合は、翌週

の９月２９日に振り替えるということになっております。後ほど、出欠の可能日を御回

答いただければと思います。 
 もう１点ですけど、子ども議会の結果についての資料を、本日追加しております。８

月１８日に無事に子ども議会、当初２２名でしたけども、当日１名、体調を崩して欠席

になりましたので、２１名の子ども議員による議会が開催されました。 
 大変年を重ねるごとに、質問の内容もすごく充実してきておりまして、大変子どもた

ちの感想も良かったですし、傍聴された方の感想も良かったということで、また来年度

に向けて改善を図っていきたいというふうに考えております。以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 ありがとうございました。 
 他に、ありませんか。 
 生涯学習課長、どうぞ。 
○生涯学習課長 上田直美君 
 生涯学習課からです。教育委員の皆様には、行橋市ＰＴＡ連合会から郵送にて御通知

があっていると思いますが、再度、御案内させていただきます。 
 ９月７日土曜日に、行橋市ＰＴＡ連合会の研修大会がコスメイト行橋文化ホールにて

開催されます。受付８時４５分で開始が９時からとなっておりますので、出席のほどを、

よろしくお願いいたします。以上です。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 では、その他で何かありませんか。 
 金澤委員、どうぞ。 
○委員 金澤精子君 
 指導室に質問を一つ、いいですか。佐賀のほうが大変な状態で、本当に困っているだ

ろうなと思いますが、あのとき、下の字幕にどこどこは、小・中出校停止ということは、

あれはもう夏休みの後半に出校していると考えていいんですか。 
○指導室長 山本有一君 
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 そうです。８月２６日が月曜日だったと思うんですが、夏季休業日を１週間短縮して

いる市町が県内にもかなりございますので、そこにかかわる学校の臨時休校と捉えてい

いと思います。 
○委員 金澤精子君 
 この近隣は、どうですか。 
○指導室長 山本有一君 
 この近隣は、京築管内はございませんが・・ 
○委員 金澤精子君 
 京築はどこもまだしていないんですね。苅田のほうがもうしているという話を聞いた

んですが、違いますね。 
○指導室長 山本有一君 
 京築管内で実施している学校はございません。中学校につきましては、学年出校日と

いうのを学校ごとに設けている所がございますので、そこがもしかしたらかかわってい

る所があるのかなと思いますが、行橋市は、今回はございませんでした。 
○委員 大宮克弘君 
 福岡市は２６日からですよね。 
○指導室長 山本有一君 
 はい。北九州市は、全部２６日からです。 
○委員 大宮克弘君 
 そうしたら県全体で見たら多いですね。 
○指導室長 山本有一君 
 ７割くらいでしょうか。 
○教育総務課長 土肥麻紀君 
 ４８％くらいが福岡県内の自治体で夏季休業を短縮して、日にちが２６とか２７とか、

短い所は３０とか３１日でやっている所もありますが、そういうのも含めると、県内で

言うと、約半分の自治体が、もう夏季休業を短縮しているということと、あと京築地域

に関しては、全くどこもしていないということです。 
○委員 金澤精子君 
 ありがとうございました。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 では、他にありませんか。 

（特に声なし） 
では、なければ次回の開催予定について、お願いします。 
○教育政策係長 白川良光君 
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 次回開催日ですが、９月２４日火曜日の御都合は、皆さん、いかがでしょうか。 
（「大丈夫です」の声あり） 

では、次回は９月２４日火曜日の１３時１５分から、よろしくお願いいたします。 
○教育長職務代理者 末次龍一君 
 では、これをもちまして、第１０回定例教育委員会を閉会いたします。 
 ありがとうございました。 

（「ありがとうございました」の声あり） 
閉会 １５時０５分 
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